
別紙

平成１４年５月

都市再開発法等の一部を改正する法律の施行等に伴う政令及び省令の改正について

１．背景

第１５４回通常国会において、民間事業者等によって行われる都市の再開発を

促進するため、一定の要件に該当する民間会社をを市街地再開発事業の施行者と

するとともに、高度利用推進区を定めた土地区画整理事業における換地の特例の

創設、都市開発資金の無利子貸付制度の拡充等を目的とする「都市再開発法等の

一部を改正する法律 （平成14年法律第11号。以下「改正法」といいます ）が成」 。

立しました。

改正法は平成14年３月に公布され、平成14年６月末までに施行されますが、そ

の施行に関連して、以下の政令及び省令について改正を行います。

２． 改正の概要

Ａ 政令関係

・都市再開発法施行令（昭和44年政令第232号）

（１）再開発会社の縦覧手続きを要しない規準の変更

再開発会社が規準の変更をしようとする場合で、縦覧及び意見書に関する

手続きを要しない軽微な変更は、費用の分担に関する事項の変更以外のもの

とします （法第50条の9関係）。

（２）再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者の負担

金の納付

再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、取得

する施設建築物の一部又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再

開発会社に納付することとなりましたが、その納付期限、分割して納付する

場合の回数等の納付に関する事項については、再開発会社の規準にて定める

ものとします （法第50条の10関係）。

（３）再開発会社の審査委員の欠格事由等

再開発会社が３人以上選任しなければならない審査委員の欠格事由及び解

任事由については、以下のとおりとします （法第50条の14第１項関係）。

１）欠格事由

・破産者で復権を得ないもの

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者

２）解任事由



・心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき

・職務上の義務違反があるとき。

Ｂ 省令関係

１．都市再開発法施行規則（昭和44年建設省令第54号）

（１）再開発会社施行に関する認可申請手続

① 再開発会社の認可申請に関して必要な書類

再開発会社は、都道府県知事に市街地再開発事業を施行について認可の

申請をするときは、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなけれ

ばならないものとし、認可申請書には以下の書類を添付しなければならな

いものとします （法第50条の２第１項関係）。

・定款の写し

・株主名簿又は社員名簿の写し

・議決権の過半数を保有している者及び再開発会社が所有する施行区域

内の宅地及び借地の地積が３分の２以上を占めていることを証する書

類

・事業計画について公共施設の管理者の同意を得たことを証する書類

・規準及び事業計画について施行区域内の宅地及び借地を有する者のそ

れぞれ３分の２以上の同意を得たことを証する書類

② 再開発会社の規準又は事業計画の変更に関して必要な書類

再開発会社が規準又は事業計画の変更について、都道府県知事に認可

の申請をするときには、以下の書類を添付しなければならないこととし

ます （法第50条の９第１項関係）。

・定款の写し

・株主名簿又は社員名簿の写し

・議決権の過半数を保有している者及び再開発会社が所有する施行区域

内の宅地及び借地の地積が３分の２以上を占めていることを証する書

類

・認可を申請しようとする再開発会社が事業計画について公共施設の管

理者の同意を得なければならない場合は、その同意を得たことを証す

る書類

・認可を申請しようとする再開発会社が規準及び事業計画について施行

区域内の宅地及び借地を有する者のそれぞれ３分の２以上の同意を得

なければならない場合は、その同意を得たことを証する書類

・認可を申請しようとする再開発会社がその債権者の同意を得なければ

ならない場合は、その同意を得たことを証する書類



③ 再開発会社の市街地再開発事業の終了に関して必要な書類

再開発会社は、都道府県知事に市街地再開発事業の終了について認可

の申請をするときには、認可申請書に市街地再開発事業の終了を明らか

にする書類を添付しなければならないものとします （法第50条の15第１。

項関係）

（２）規準の記載事項

再開発会社の規準の記載事項のうち、その他国土交通省令で定めること

とする事項については、以下の事項とします （法第50条の３第１項第９号。

関係）

・審査委員に関する事項

・会計に関する事項

（３）再開発会社の施行地区予定地の公告

市町村長は、施行区域内の借地権者が申告を行うべき旨の公告をしよう

とするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称（市町村の

区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合は、その一部の区域内の土

地の地番）を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該 市町村の事

務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければなら

ないものとします （法第50条の５第２項、法第50条の９第２項関係）。

（４）再開発会社施行に関する借地権の申告手続

借地権者は、施行区域内の借地権者が申告を行うべき旨の市町村長の公

告がなされ、借地権の申告をしようとするときは、借地権申告書を市町村

長に提出しなければならないものとします （法第50条の５第２項、法第50。

条の９第２項関係）

（５）再開発会社施行に関する公告事項

、都道府県知事が再開発会社の施行の認可をしたときに行う公告の内容は

以下のとおりとします （法第50条の８第１項関係）。

・再開発会社の名称

・事務所の所在地

・施行認可の年月日

・事業年度

・公告の方法

・権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り

希望の申出をすることができる期限



（６）再開発会社の規準及び事業計画の変更に関する公告事項

都道府県知事が再開発会社の規準及び事業計画の認可をしたときに行う

公告の内容は、以下のとおりとします （法第50条の９第２項関係）。

・再開発会社の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

・再開発会社の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所

の所在地、事業年度、公告の方法に関して変更がされたときは、その

変更の内容

・施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入

したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若

しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

・規準又は事業計画の変更の認可の年月日

（７）再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受に関する公告

事項

都道府県知事が再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受

の認可をしたときに行う公告の内容は、以下のとおりとします （法第50条。

の12第２項関係）

・再開発会社の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

・再開発会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容

（８）再開発会社施行の市街地再開発事業の終了に関する公告事項

都道府県知事が再開発会社施行の市街地再開発事業の終了の認可をした

ときに行う公告の内容は、以下のとおりとします （法第50条の15第２項関。

係）

・市街地再開発事業の名称及び施行認可の年月日

・市街地再開発事業の終了の認可の年月日

（９）再開発会社施行の第一種市街地再開発事業の権利変換計画の認可申請

手続

再開発会社が権利変換計画及びその変更の認可を申請しようとするとき

は、都道府県知事に対し、施行区域内の宅地及び借地を有する者のそれぞ

れ３分の２以上の同意を得たことを証する書類を権利変換計画に添付しな

ければならないこととします （法第72条第１項関係）。

（１０）再開発会社施行の第二種市街地再開発事業の管理処分計画の認可申

請手続

管理処分計画及びその変更の認可を申請しようとするときに添付する書

類については、再開発会社は、施行区域内の宅地及び借地を有する者のう



ち譲受け希望の申出をした者のそれぞれ３分の２以上の同意を得たことを

証する書類についても添付しなければならないこととします （法第１１８。

条の６第１項、同条第３項関係）

（１１）再開発会社の事務所備付け簿書

再開発会社は、規準や事業計画等に加え、株主名簿又は社員名簿、株主

総会又は社員総会の議事録、営業報告書、貸借対照表及び損益計算書につ

いても事務所に備え付けておかなければならないこととします （法第１３。

４条関係）

２．土地区画整理法施行規則（昭和30年建設省令第5号）

（１）高度利用推進区への換地の申出等

① 高度利用推進区への換地の申出をするときは、別記様式第四の申出書を

提出してするものとします。

② 換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を定めるべき旨の

申出をするときは、別記様式第五の申出書を提出してするものとします。

③ ①、②の申出書には、当該申出に係る宅地について、建築物その他の工

（ 、 。）作物 容易に移転し 又は除却することができる仮設の工作物を除きます

の所有権又は賃借権又はその他の当該工作物を使用し、若しくは収益する

ことができる権利を有するものがあるときは、その者の同意を得たことを

証する書類を添付しなけばならないこととします。

（法第85条の４関係）



別記様式第四（第十条の六関係）

高度利用推進区換地申出書

年 月 日

殿

申出人 住所

印氏名

住所

印氏名

土地区画整理法第85条の４第１項の規定により、下記の宅地についての換地を高

度利用推進区内に定めるべき旨の申出をします。

記

所有者又は借地 所在及び地番 地目 地積 権利の種別

権者の氏名

備考

１ 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の

主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。

２ 申出人の氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合

においては、押印を省略することができる。

３ 「権利の種別」の欄には、所有権又は借地権の別を記載すること。



別記様式第五（第十条の八関係）

高度利用推進区宅地共有化申出書

年 月 日

殿

申出人 住所

印氏名

住所

印氏名

土地区画整理法第85条の４第２項の規定により、下記の宅地について高度利用推

進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をします。

記

所有者の氏名 所在及び地番 地目 地積 換地処分後の共有持

分の割合

備考

１ 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の

主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。

２ 申出人の氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合

においては、押印を省略することができる。

３ 「地積」欄の最下段に地積の合計を記載すること。

４ 「換地処分後の共有持分の割合」欄は、従前の宅地の価額の割合と異なる割

合を定めることを希望する場合にのみ記載すること。


